
 

【全ト協助成金】 

若年ドライバー等確保のための運転免許取得支援助成 

 

 

   北ト協へ特例教習の受講、準中型免許、外免切替講習の受講の助成金申請をす

る場合、北ト協の交付要綱の他、下記の内容を満たす会員については全ト協から

も助成を受けることができます。ご確認のうえご申請ください。 

 

 

≪助成対象期間≫ 

令和７年４月１日～令和９年２月２８日に受講修了または取得したもの 

（高等学校新卒者等で入社前の在学中に準中型免許を取得した場合も対象） 

 ※予算に達した時点で受付終了。 

 

≪助成対象・助成額≫ 

指定自動車教習所等に支払った費用のうち、以下の上限額まで助成します。 

（会員１事業者あたり上限３０万円） 

 

助成対象 助成上限額 

特例教習の受講 受講費用の１/３（上限１０万円） 

準中型免許 新規取得 

（準中型ＡＴ限定免許を含む） 

４０，０００円 

準中型免許 ５トン限定解除 ２５，０００円 

外免切替講習の受講 受講費用の１/２（上限４万円） 

※１ 通学費用や自動車運転免許試験場でかかる費用等は対象外です。 

※２ 北ト協と全ト協の助成額計が取得額を上回る場合、全ト協助成額を減額します。 

※３ 従業員等が個人で受講また免許取得費用を支払った場合は対象外となります。 

※４ 「外免切替講習」とは、指定自動車教習所等が実施する、普通免許・準中型免 

許に係る外国免許切替手続における技能確認・知識確認に合格するために必要な 

技能・知識を習得させるための講習をいいます。 

 

≪助成金交付要件≫ 

１．特例教習・準中型免許取得（①～④をすべて満たすこと） 

① 令和７年４月１日以降に当該従業員を運転者として採用していること 

② 令和７年４月１日以降に、指定自動車教習所等で特例教習を受講修了または

準中型免許を取得していること 

③ 運転者が平成元年６月２日以降生まれであること 

④ 申請時に当該事業所に運転者として在籍していること 

 



 

２．外免切替講習の受講（①～④をすべて満たすこと） 

№ 要 件 ご提出書類 

① 自動車運送業分野特定技能１号評価試験

（トラック）に合格していること 

合格証明書 

② 特定活動の在留資格を取得していること 

（在留資格欄が「特定活動」または「特

定技能１号」であることを確認） 

在留カード、在留資格認定証明書の

写し 

③ 令和７年４月１日以降に外免切替（普通

免許または準中型免許）の技能・知識確

認に合格していること 

（在留カード等の場合は在留資格欄「特

定技能１号」を確認。運転免許証の場合

は交付日が講習日から半年以内であるこ

とを確認） 

在留カード、在留資格認定証明書、

運転免許証等の写し 

④ 申請時に当該事業者に運転者として在籍

していること 

雇用保険被保険者通知書等の写し 

賃金台帳等の写し 

 

≪申込方法≫ 

北ト協の様式１・様式１の２および必要書類に加え、下記（１）または（２）の書類

を地区ト協または北ト協へ郵送（持参可）してください。 

※ 外免切替講習の受講については、上記の種類を加えてください。 

 

（１）運転者の健康保険証の写し（国民健康保険は対象外） 

書類の種類 取り扱い・注意事項 

従来の保険証の写し 発行済みであれば有効です。 

マイナ保険証のみ 

保有の場合 

雇用確認ができないため、雇用保険被保険者通知書や雇用契

約書（労働条件通知書）の写しをご提出ください。 

ただし、パート・アルバイトの運転者については、運転日

報、点呼簿、運転者台帳等をご提出ください。 

 

（２）雇用保険被保険者証等の写し 

会社名・入社年月日が公的に確認できるものに限ります。申請直前のものを添付して

ください。 

 

【マイナ免許証のみ保有の場合の対応】 

券面から免許情報が確認できないため、マイナポータルへのログインまたは「マイナ

免許証読み取りアプリ」で免許情報を表示した画面を印刷して提出してください。 

≪その他の要件等≫ 

北ト協「運転免許取得等支援助成交付要綱」に準じます。 


